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我が国の木材産業では、製材生産の大規模工場へ

の集中、合板生産に占める国産材の割合の上昇等の

動きがみられる中で、安定的かつ効率的な原木調達

が課題となっている。

以下では、木材産業の概況とともに、製材、集成

材、合板、木材チップ等の各部門及び木材流通の動

向について記述する＊67。

（１）木材産業の概況

（木材産業の概要）

木材産業は、林業によって生産される原木を加工

して様々な木材製品（製材、集成材、合板、木材チッ

プ等）を製造・販売することで、消費者・実需者に

よる木材利用を可能としている（資料Ⅳ－20）。

＊67 以下のデータは、特記のある場合を除いては、林野庁「平成29年木材需給表」、農林水産省「平成29年木材統計」、「平成28年木
材流通構造調査」、財務省「貿易統計」等による。

＊68 木材産業の役割について詳しくは、「平成26年度森林及び林業の動向」の９-10ページを参照。
＊69 製造品出荷額等、付加価値額、従業者数について、経済産業省「平成29年工業統計表」（産業別統計表）における「木材・木製品

製造業（家具を除く）」（従業者４人以上）の数値。

原木の供給元である森林所有者、素材生産業者等

の供給者（川上）との関係では、原木の購入を通じて、

林業や森林整備を支える役割を担っており、木材製

品の販売先である工務店・住宅メーカー等の需要者

（川下）との関係では、ニーズに応じて木材製品を供

給しているほか、新たな木材製品の開発等によって、

社会における木材利用を推進する役割も担ってい

る＊68。

また、木材産業は一般的に森林資源に近いところ

に立地し、その地域の雇用の創出と経済の活性化に

貢献する。国産材を主原料とする場合には森林資源

が豊富な山間部に、輸入材を原料とする場合には港

湾のある臨海部に立地することが多い。

（木材産業の生産規模）

我が国の木材産業の生産規模を木材・木製品製造

業の製造品出荷額等でみると＊69、長期的な減少傾向

２．木材産業の動向

木材加工・流通の概観資料Ⅳ－20
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注１：主な加工・流通について図示。また、図中の数値は平成29（2017）年の数値で、統計上明らかなものを記載している。
　２：「直送」を通過する矢印には、製材工場及び合単板工場が入荷した原木のうち、素材生産業者等から直接入荷した原木のほか、

原木市売市場との間で事前に取り決めた素材の数量、造材方法等に基づき、市場の土場を経由せず、伐採現場や中間土場から直
接入荷した原木が含まれる。詳しくは183-184ページを参照。

　３：点線の枠を通過する矢印には、これらを経由しない木材の流通も含まれる。また、その他の矢印には、木材販売業者等が介在す
る場合が含まれる（ただし、「直送」を通過するものを除く。）。

資料：林野庁「平成29年木材需給表」等を基に林野庁企画課作成。

単位：万㎥（丸太換算）
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にあったが、平成22（2010）年からは回復傾向で

推移し、平成28（2016）年は前年比1.2％減の約

２兆6,562億円であった＊70（資料Ⅳ－21）。このう

ち、製材業の製造品出荷額等は6,238億円、集成材

製造業は1,846億円、合板製造業は3,478億円、木

材チップ製造業は939億円となっている＊71。

また、木材・木製品製造業の付加価値額＊72は

8,317億円となった。また、平成29（2017）年６

月１日現在の従業者数は90,947人となっている。

（原木の安定供給体制の構築に向けた取組）

近年、国産材を主な原料とする年間素材消費量が

＊70 製造品出荷額等には、製造品出荷額のほか、加工賃収入額、くず廃物の出荷額、その他収入額が含まれる。
＊71 製材業、集成材製造業、合板製造業、木材チップ製造業の製造品出荷額等については、それぞれ経済産業省「平成29年工業統計表」（産

業別統計表）における「一般製材業」、「集成材製造業」、「単板（ベニヤ）製造業と合板製造業の合計」、「木材チップ製造業」の数値
である。

＊72 製造品出荷額等から原材料、燃料、電力の使用額等及び減価償却費を差し引き、年末と年初における在庫・半製品・仕掛品の変
化額を加えたものである。

＊73 森林経営管理制度について詳しくは、第Ⅲ章（62-65ページ）を参照。

数万㎥から10万㎥を超える規模の大型の製材・合

板工場等の整備が進み（資料Ⅳ－22）、また、木質

バイオマスエネルギー利用が拡大の傾向を見せる

中、安定的かつ効率的な原木調達が課題となってい

る。しかしながら、我が国の原木の供給は、小規模・

分散的となっていることや、変動する需要の把握も

進んでいないことなどから、原木を安定的かつ効率

的に供給できていない状況にある。

このため、政府では、令和元（2019）年度から「森

林経営管理制度＊73」を運用し、森林の経営管理の集

積・集約化を進めることとしている。また、本制度

林業・木材産業の成長産業化に向けて～未来投資戦略2018～コラム

政府は、平成30（2018）年６月15日に「未来投資戦略2018」を閣議決定し、この中で、現場のデジタル化
と生産性向上により新たな経済社会システム「Society 5.0」の実現に向けた取組を進めていくとした。
世界では、ICT機器の爆発的普及、AI、ビッグデータ、IoTの活用等により、データと新しいアイデアを駆使

して新たな付加価値を創出する第４次産業革命と呼ばれる技術革新が起こっており、この新たな技術革新により、
豊富なリアルデータを活用して、従来の大量生産、大量消費型のモノ・サービスの提供ではなく、個別化された
製品やサービスの提供により、様々な社会課題を解決することが可能となり、大きな付加価値を生み出す可能性
があるとされている。
農林水産業においては、農山漁村が直面している人口減少の危機に対処するため、生産性を抜本的に高める必
要があるとし、農林水産業全体でのデジタル技術の導入といった先端技術の実装による生産性の向上（スマート
化）を速やかに進めていく必要があるとした。
また、現場のデジタル化により得られる多様なデータ等を活用し、プロダクトアウト（生産者志向）一辺倒の
現場から、消費者を起点としたマーケットイン（顧客志向）重視に切り替え、生産から流通、消費に至るまでの
各過程におけるバリューチェーン注全体において、利益を高めていくことも可能となるとされている。
これらに向け、林業改革においては、零細な山林所有構造や急峻な地形、再造林コストが高い等の林業生産活
動にとって厳しい条件であること、木材生産から消費者に至るまでの商流が長い等の流通過程における高コスト
体質、住宅着工戸数の減少が予測され、新たな木材需要が求められる等の課題から、①原木生産の集積・拡大、
②スマート林業の推進、③生産流通構造の改革、④木材需要の拡大、⑤研究開発の推進の５分野の推進を掲げて
いる。
これらの具体的な施策としては、森林経営管理制度や、森林環境税・森林環境譲与税の創設が盛り込まれ、国
有林野においては、その一部について、国有林野の有する公益的機能を維持しつつ、意欲と能力のある林業経営
者等が長期・大ロットの立木の伐採・販売という形で使用収益できる権利が得られるよう制度の法制化、スマー
ト林業を推進するためのレーザ計測による高精度の資源情報の整備・公開、森林等の情報の共有データベースの
立ち上げや、木材需給等のデータを民間事業者が共有する取組等を進めることとしている。
注：バリューチェーンとは、製品を製造してから販売するまでの各事業プロセスにおける製品の「価値」の連鎖を指す言葉。
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を円滑に進めるためには、川上側の林業と川中・川

下側の木材関連産業の連携強化を進め、意欲と能力

のある林業経営者を育成しながら、木材需要の拡大

を図ることが重要となっている。このことを踏まえ、

平成30（2018）年11月に、「農林水産業・地域の

活力創造本部」において改訂された「農林水産業・

地域の活力創造プラン」では、国有林野の一定の区

域で、公益的機能を確保しつつ、意欲と能力のある

林業経営者（森林組合、素材生産業者、自伐林家等）

が、長期・安定的に立木の伐採を行うことができる

仕組みや、意欲と能力を有する林業経営者と連携す

る川下事業者に対する資金供給の円滑化を図る仕組

みを創設することが位置付けられ、「国有林野の管

理経営に関する法律」等の一部を改正する法律案を

平成31（2019）年２月に国会に提出しており、原

木の安定供給体制の構築に向けた取組の進展が期待

される。

また、林野庁では、製材・合板工場等と素材生産

業者や木材流通業者等との原木安定供給のための協

定締結の推進、川上（供給側の森林所有者、素材生

産業者）と川中（需要側の工場等）、川下（国産材製品

の需要者である木造の建築物や住宅を建設しようと

＊74 「森林・林業基本計画」（平成28（2016）年５月）。安定供給体制の構築に向けた取組の現状と今後の課題について詳しくは、「平
成27年度森林及び林業の動向」の18-37ページを参照。

＊75 詳しくは第Ⅴ章（230-231ページ）を参照。

する工務店・住宅メーカー等）のマッチングの円滑

化の推進により、原木の安定供給体制の構築を図る

こととしている＊74。このような中、製材からプレ

カット、住宅建築を一貫して手がける事業者が、素

材生産も開始するなど、川上から川下に及ぶ生産体

制を構築する取組もみられる（事例Ⅳ－３）。

このほか、林野庁では、平成27（2015）年度から、

国産材の安定供給体制の構築に向けて、川上から川

下まで様々な関係者が木材や苗木の需給情報を共有

することを目的に「需給情報連絡協議会」を全国７

ブロックで開催している。さらに、国有林野事業等

による立木や素材等の協定取引を進めている＊75。

（流通の効率化に向けた取組）

我が国の林業・木材産業をめぐる状況は、川上の

林業経営体と川中・川下の製材、合板業者や工務店

等の木材需要者との連携が十分でないことなど、流

通の合理化が進んでいないこと等により、木材の加

工流通コストが海外に比べて割高という状況にある。
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近年整備された大型木材加工
工場及びCLT工場の分布状況

資料Ⅳ－22

　注： 製材、合板・LVL、集成材工場については、平成22（2010）
年度以降に新設された工場で、平成30（2018）年３月現
在で、年間の国産材消費量３万㎥以上（原木換算）のもの
を記載。CLTについては、平成30（2018）年３月末現在
の主な生産工場を記載。

資料：林野庁木材産業課調べ。

木材・木製品製造業における製
造品出荷額等の推移

資料Ⅳ－21
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注１：従業者４人以上の事業所に関する統計表。
　２：平成13（2001）年以前は「合板製造業」の額に「集成材

製造業」の額が含まれる。
資料：経済産業省「工業統計表」（産業編及び産業別統計表）、

総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」（産業別
集計（製造業）「産業編」）
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林業の成長産業化を進めるためには、木材製品の

需要動向に応じて、需要者側の求めている品質、数

量の木材を的確に生産し、必要なときに迅速に供給

できるような、マーケットインの発想に基づく川上

から川下までを通じたサプライチェーンの再構築に

より、森林から建築等の現場に至る流通全体の効率

化を図ることが必要である。素材生産事業者等の川

上から工務店等の川下までのサプライチェーンを通

じた需給情報の共有により、丸太の採材や在庫管理、

木材の運搬等の効率化や、生産・流通の各段階にお

ける製品の付加価値の向上が求められる。また、サ

プライチェーンに携わる多様な担い手や消費者が、

森林の機能、成長段階、利用状況等を把握、理解で

きるような情報の整理、集約が図られるようにする

ことも必要である。

そのためには、ICTの利活用による、森林調査及

び施業計画の高度化等の森林資源のデータベースの

整備やスマート林業を推進するとともに、それを基

盤として川上から川下までの事業者が需給情報を共

有でき、互いに連携することのできる情報共有プ

ラットフォームの構築を図っていく必要がある（資

料Ⅳ－23）。

そのようなプラットフォームの構築に向けて、新

たに流通の各段階におけるサプライチェーン構築に

意欲のある事業者同士のマッチングの推進の取組を

支援することとしている。

（木材の加工・流通体制の整備）

我が国の木材産業では、品質・性能の確保、価格

や供給ロットの安定性の面において競争力のある木

材製品を供給できる体制を構築することが課題と

なっている。

林野庁では、需要者ニーズに対応した木材製品の

安定的・効率的な木材製品の供給体制構築に資する

加工・流通施設の整備に対する支援を行っている。

川上から川下までのバリューチェーンの構築に取り組む製材所
～素材生産から住宅建築まで～

事例Ⅳ－3

坂詰製材所（新潟県阿
あ

賀
が

野
の

市）は、日本アジアグループ株式会社の系列企業となったことを契機に、平成30
（2018）年１月、自社内で素材生産を担う部署を立ち上げ、同グループ所有山林等での素材生産事業の開始に向
けて研修等の準備を進めている。今後、同社は、森林経営計画を策定し、施業を行っていくことを計画している。
同社はこれまで、製材、乾燥、プレカット加工及び住宅建築・販売を一貫して行える体制を構築し、新潟県産
のスギを住宅に活用することに力を入れてきた。
さらに、非住宅分野における木材需要を拡大していくため、非住宅建築にも対応可能なプレカット設備の整備
や、大径材にも対応可能なツインバンドソーの導入、機械等級区分構造用製材のJAS認証の取得等、生産体制
の強化及び製品の付加価値向上に向けて取り組んでいる。
同社は、素材生産事業を開始することで、素材生産から木造建築までを一貫して行える体制を整え、川上から
川下までの地元産の優良材の知名度向上を実現するバリューチェーンを構築し、新潟県産材の利用促進と地域の
林業・木材産業の活性化を目指したいとしている。

同社素材生産部における素材生産の実施製材の曲げ強度を測定する静荷重試験機の導入
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（２）製材業

（製材品出荷量はほぼ横ばい）

我が国における近年の製材品出荷量の推移をみる

と、平成21（2009）年までは減少を続け、その後

はほぼ横ばいとなっており、平成29（2017）年に

は前年比1.8％増の946万㎥であった。平成29

（2017）年の製材品出荷量の用途別内訳をみると、

建築用材（板類、ひき割類、ひき角類）が777万㎥

（82％）、土木建設用材が37万㎥（４％）、木箱仕組

板・こん包用材が107万㎥（11％）、家具・建具用

材が６万㎥（１％）、その他用材が19万㎥（２％）と

なっており、建築用が主な用途となっている（資料

Ⅳ－24）。

製材工場における製材用素材入荷量は、平成29

（2017）年には1,680万㎥となっており、このうち

国産材は前年比４％増の1,263万㎥であった。製材

用素材入荷量に占める国産材の割合は75％となっ

＊76 財務省「貿易統計」
＊77 製材品出荷量946万㎥と製材品輸入量632万㎥の合計。
＊78 各工場の製材用機械を動かす動力（モーター）が一定時間に出す有効エネルギーの大きさ。

ている。

また、輸入材は前年比５％減の417万㎥であり、

このうち米
べい

材
ざい

が328万㎥、ニュージーランド材が

42万㎥、北洋材が24万㎥、南洋材８万㎥、その他

が15万㎥となっている（資料Ⅳ－25）。

これに対し、製材品の輸入量は、平成29（2017）

年には632万㎥であり＊76、製材品の消費量＊77に占

める輸入製材品の割合は約４割となっている。製材

品の主な輸入先国は、カナダ（191万㎥）、フィン

ランド（100万㎥）、ロシア（85万㎥）、スウェーデ

ン（82万㎥）等となっている。

（大規模製材工場に生産が集中）

我が国の製材工場数は、平成29（2017）年末現

在で4,814工場であり、前年より120工場減少し

た。減少した工場の約９割は、出力規模＊78が75.0 

kW未満の小規模工場であった。平成28（2016）年

末時点における製材工場の従業員総数は、前年比

４％減の28,057人となっている。

ICTを活用したサプライチェーンの構築イメージ資料Ⅳ－23

 

○各段階の改革をマーケットインの考え方に基づき結びつけるために、川上から川下までの事業者の連携によるサプライチェーン構築を目指す必要。
○航空レーザ計測等による詳細な森林情報（立木、地形情報）の把握、森林GISやクラウドによる資源、生産、需要情報の共有など、先端技術を
　活用したスマート林業の実践的取組を推進。
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第Ⅳ章　木材産業と木材利用

出力階層別の素材消費量＊79をみると、「出力規模

300.0kW以上」の大規模工場の消費量の割合が増

加し、平成29（2017）年には70％となっており、

製材の生産は大規模工場に集中する傾向がみられる

（資料Ⅳ－26）。平成28（2016）年の販売金額規模

別の製材工場数をみても、５年前の平成23（2011）

年と比べて、１億円未満の工場が約６割減の1,770

工場であるのに対して、１億円以上の工場はほぼ倍

増して3,163工場となっており、大規模化の傾向が

＊79 製材工場出力数と年間素材消費量の関係の目安は次のとおり。75.0kW未満：２千㎥未満、75.0kW以上300.0kW未満：２千㎥
以上１万㎥未満、300.0kW以上：１万㎥以上。

＊80 農林水産省「木材流通構造調査」

みられる＊80。

（品質・性能の確かな製品の供給が必要）

製材の分野では、住宅の品質・性能に対する消費

者ニーズや非住宅分野への対応等により、寸法安定

性に優れ、強度性能が明確な木材製品が求められて

いる。

木材の品質については、「日本農林規格等に関す

る法律（JAS法）」に基づく「日本農林規格（JAS

（ジャス））」として、製材、集成材、合板、フロー

製材品出荷量（用途別）の推移資料Ⅳ－24
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資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材統計」

国内の製材工場における素材入荷量と国産材の割合資料Ⅳ－25
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資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材統計」
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リング、CLT（直交集成板）、接着重ね材、接着合

せ材等の11品目＊81の規格が定められている。JAS

制度では、登録認証機関＊82から製造施設や品質管

理及び製品検査の体制等が十分であると認証された

者（認証事業者）が、自らの製品にJASマークを付

けることができるとされている＊83。

製材の新たな需要先として期待される非住宅分野

等の大規模な建築物においては、設計時に構造計算

が求められることから、住宅の品質・性能に対する

消費者ニーズの高まりに応えるとともに、このよう

な非住宅分野等への木材利用の拡大を図るために

も、JAS製品の供給体制の整備を着実に進めてい

くことが必要となる。しかしながら、JAS制度に

基づく認証を取得した事業者の割合は、合板工場で

は７割を超えているものの、製材工場では１割程度

＊81 製材、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材、集成材、直交集成板、単板積層材、構造用パネル、合板、フロー
リング、素材、接着重ね材及び接着合せ材。CLT（直交集成板）について詳しくは、185-188ページを参照。

＊82 ISO/IECが定めた製品の認証を行う機関に関する基準等に適合する法人として、農林水産大臣の登録を受けた法人（ISOは「国際
標準化機構（International Organization for Standardization）」、IECは「国際電気標準会議（International Electrotechnical 
Commission）」）。

＊83 「日本農林規格等に関する法律」（昭和25年法律第175号）第14条第１項
＊84 合板工場については、公益財団法人日本合板検査会調べによるJAS認証工場数（平成29（2017）年９月末現在）を全合板工場数（平

成29（2017）年12月末現在）で除した割合。製材工場については、農林水産省、一般社団法人全国木材検査・研究協会及び一般
社団法人北海道林産物検査会調べによる製材等JAS認証工場数（平成29（2017）年３月現在）を全製材工場数（平成28（2016）年
12月末現在）で除した割合。

＊85 建築用材等として使用する前に、あらかじめ乾燥させた木材。乾燥させることにより、寸法の狂いやひび割れ等を防止し、強度
を向上させる効果がある。

にすぎず、JAS製材品の供給体制は十分とはいえ

ない＊84。

また、近年、プレカット材の普及に伴い、その加

工原料として、寸法安定性に優れた集成材のほか、

乾燥材＊85等への需要が高まっている。我が国の人

工林資源の多くを占めるスギ材は含水率のばらつき

が大きいため、これまでは品質の均一な乾燥材の生

産が困難であったが、近年では、乾燥技術の向上や

乾燥施設の整備が進んでいる。これを背景として、

製材品出荷量に占める人工乾燥材の割合は増加傾向

にあり、平成29（2017）年には41.5％となってい

る。製材品出荷量のうち、特に乾燥が求められる建

築用材に占める人工乾燥材の割合は50.0％となっ

ている（資料Ⅳ－24）。

製材工場の出力規模別の素材消費量の推移資料Ⅳ－26
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　注：計の不一致は四捨五入による。
資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材統計」




